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トおよびその製造方法
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気誘導可能なホログラムを備えたセキュリティエレメント並びにその製造
方法に関する。セキュリティエレメントは、機密文書および／または重要文書の偽造およ
び／または複写を防止するために使用される。セキュリティエレメントの１つの方式は体
積ホログラムを有する。体積ホログラムには、通し番号、証明書番号、生体測定データ、
地理学上データ、写真（旅券用写真）などの個別化された情報を含む情報がよく記憶され
る。これらの情報は、プレーンテキストまたは写真の形で、若しくは光学符号化または読
取可能にホログラムに記憶させることができる。
【背景技術】
【０００２】
　個別化情報を有するホログラムの可能な製造方法は、例えば欧州特許出願公開第０８９
６２６０号（Ａ２）に記載されている。基本的特徴を以下に簡略に説明する。まずホログ
ラムとして形成されたホログラムパターンを作製する。それからこのホログラムパターン
を、例えば平面接触で、場合によっては保護箔によって分離してホログラフィー記録材の
後側に配置する。通常所定の波長および所定の入射角を有する、レーザなどから放射され
るコヒーレント光（干渉光）を、ホログラフィー記録材の、ホログラムパターンとは反対
側に、場合によってはホログラムマスタから復元されるホログラフィーパターンに応じて
照射する。この光はホログラフィー記録材内を通り、ホログラムマスタにより回折ないし
反射し、その場合に入射光での干渉によってホログラフィー記録材にホログラムが結像し
、光化学過程または光物理学過程によってホログラフィー記録材に記憶される。その際ホ
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ログラムマスタは、複数の波長に対して感度が高く、これに応じて回折または反射するよ
うに設定することができる。ここで述べたものとしては、別の幾何学的配置も可能である
。
【０００３】
　さらにそのような接触複写法は、ホログラムが生じないホログラムマスタを用いて実施
することもできる。そのようなホログラムマスタは、独国実用新案第２００７０６７９６
号（Ｕ１）から公知のように、例えば鋸歯状または鱗状の構造を有している。
【０００４】
　ホログラムは、使用光を変調することで個別化することができる。実践から液晶ディス
プレイ（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）の形の空間光変調器
が公知である。その機能方法は、ダイアスコープの投影に似ていて、空間光変調器がダイ
アスコープの代わりになっている。実践から別のディジタルプロジェクタが公知であり、
これは空間光変調器として、例えばディジタル・マイクロ・ミラー・デバイス（ＤＭＤ：
Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｉｃｒｏ　Ｍｉｒｒｏｒ　Ｄｅｖｉｃｅ）またはリキッド・クリスタ
ル・オン・シリコン（ＬＣｏＳ：Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　ｏｎ　Ｓｉｌｉｃｏｎ
）を備えている。
【０００５】
　代替で、個別に印刷されたフィルムを介して個別化することができ、このフィルムは、
スライドと同じように、コヒーレント光の光路内に、場合によってはホログラフィー材料
と密接に結びつけて配置される。
【０００６】
　ホログラムは、１つの波長の光（単色）または異なる波長（多色）を用いて露光するこ
とができる。その際異なる波長では、異なる個別化パターンをホログラム内に記憶するこ
とができる。
【０００７】
　体積ホログラムを備えたセキュリティエレメントの偽造防止および／または不正操作防
止をさらに強化するために、外部励起の作用で光学復元が変化するセキュリティエレメン
トが公知である。国際公開第２００７／０４２１７６号（Ａ１）には、例として少なくと
も１つの体積ホログラムを備えた相互作用セキュリティエレメントが記載されている。こ
の体積ホログラムは、少なくとも１つの外部励起に反応し、決められた光学効果を結像の
形で示す。その場合に、この結像の形の光学効果は、異なる観察角度に対してそれぞれ異
なり、少なくとも外部励起が用いられた場合に、異なる結像を観察することができる。さ
らに相互作用セキュリティエレメントの立証方法並びにセキュリティ製品に関する、例え
ば銀行券、旅券、身分証明書、入場券などの公的徴標としての使用が記載されている。
【０００８】
　国際公開第００／６２１０４号（Ａ１）から、光の強度を変調するためのシステムおよ
び方法が公知である。ホログラムを使用する光強度変調器が記載されている。この光強度
変調器は、実施形態では電気回路およびホログラムを備えたホログラフィー光学素子を有
する。ホログラフィー光学素子は、可変電圧と電気接続していて、電気回路により生じる
この電圧を受け入れる。ホログラフィー光学素子は、さらに光源の入射光を受け入れる。
ホログラフィー光学素子は、入射光を受光および回折して、第１および第２の放射光を生
成する。第１放射光の強度は、電圧の大きさに直結して変化する。第１および第２の放射
光は、互いに零とは異なる角度を成す。記載されているシステムでは、交流電圧を印加す
る場合に高分子分散型液晶内の屈折率が変化する。
【０００９】
　米国特許第６，８２１，４５７号（Ｂ１）から、体積ホログラムを１ステップ記録する
ことができ、その性質を電気制御できる光重合可能な材料が公知である。高分子分散型液
晶は、光開始剤、Ｃｏ開始剤および架橋剤と組み合わせた、ネマチック液晶および多機能
ペンタアクリルモノマーから成る均質混合物を含む。提案された材料は、ホログラムとし
て干渉パターンを記憶することができる。その際明らかに分離された液晶ドメインと硬化
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したポリマードメインとが作り出される。新しい材料で製造された体積透過格子は、ほぼ
１００パーセントの回折率とほぼ０パーセントの回折率との間で電気的に切り換えること
ができる。
【００１０】
　公知のセキュリティエレメントおよび／またはセキュリティ材料は、確かに電気誘導可
能なホログラムを作製することは可能であるが、場合によってはホログラフィー記録材の
多重露光を必要とする、特に複雑なホログラフィー構造を作ることはできない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】欧州特許出願公開第０８９６２６０号公報
【特許文献２】独国実用新案第２００７０６７９６号公報
【特許文献３】国際公開第２００７／０４２１７６号パンフレット
【特許文献４】国際公開第００／６２１０４号パンフレット
【特許文献５】米国特許第６，８２１，４５７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、印加された電圧によって誘導可能なセキュリティエレメントまたはセキュリ
ティエレメントの製造方法を改善して、光学的に知覚可能な効果を生じさせるという技術
的問題に基づくもので、この場合、電気誘導適合体積ホログラムで一般的に使用すること
ができる。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
定義
　セキュリティエレメントは、少なくとも１つの保護徴表を有する構造装置である。セキ
ュリティエレメントは、機密文書および／または重要文書に貼るなどして接合することが
できる独立した構造装置となり得るが、これはまた機密文書および／または重要文書の不
可欠な構成要素でもある。前者に関する例は、機密文書および／または重要文書上に貼り
付けることができる査証である。後者に関する例は、紙幣または証明書に表層処理などで
統合されたホログラムである。
【００１４】
　保護徴標は、（単純な複写に比べて）費用がかかるか、若しくは許可無く作製または復
元できない構造物である。
【００１５】
　パターンは、通常隣り合って配置された多数のパターン単位または画素から構成される
。パターンのパターン単位または画素は、互いに配分され、決まった方式で、通常２空間
次元に横に対向して配置される。パターン単位は通常等しく作られる。しかしながらこれ
を異なるように、例えば異なる大きさまたは不規則に配置させることもできる。
【００１６】
　機密文書および／または重要文書として、身分証明書、旅券、ＩＤカード、出入国検査
証明書、査証、制御文字、切符、運転免許証、車検証および登録証、紙幣、小切手、郵便
消印、クレジットカード、銀行カード、任意のチップカードおよび（製品保護のための）
粘着ラベルを単なる例示として挙げる。そのような機密文書および／または重要文書は、
通常少なくとも１つの基材、少なくとも１つの印刷層および自由選択で１つの透明保護層
を有する。基材は担持構造物であり、その上に情報、写真、パターンなどを有する印刷層
が装着される。基材の材料は、紙ベースおよび／またはプラスチックベースの、専門的に
通常使用される全ての材料である。
【００１７】
　空間光変調器（ＳＬＭ：Ｓｐａｔｉａｌ　Ｌｉｇｈｔ　Ｍｏｄｕｌａｔｏｒ）は、変調
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強度および／または変調位相で、大抵は平面状の対象を二次元の局所分解照明または照射
できる。その際例えばＤＭＤ（ディジタル・マイクロ・ミラー・デバイス）チップ、ＬＣ
Ｄ（液晶ディスプレイ）透過ディスプレイまたはＬＣｏＳ（リキッド・クリスタル・オン
・シリコン）ディスプレイが重要となる。多数のＳＬＭ画素が形成されることが、これら
全てに共通であり、その場合に各ＳＬＭ画素はそれ以外のＳＬＭ画素から独立して動作ま
たは停止でき（中間段階も可能）、それによってＳＬＭ画素を相応に動作させることでパ
ターンまたは画像を投影することができる。動作性を限定しないことによって、例えば旅
券用写真の形で異なる画像またはパターンを容易に順に作製することも可能である。
【００１８】
　コードまたはパターンが、比較的数多くの人または対象の内の一人の人または１つの対
象若しくは１グループの人または対象に関して唯一つである場合には、このコードまたは
パターンは個別化される。ある国の総住民数の内の１グループの人達に対して個別化され
たコードは、例えば居住地の町である。一人の人に対して個別化されたコードは、例えば
旅券写真である。それに対して証明書の通し番号は、これに関する個別化された特徴であ
る。紙幣の総数の内の１グループの紙幣に対して個別化されたコードは有価証券である。
１枚の紙幣に対して個別化されるのは通し番号である。個別化されていないコードまたは
パターンの例は、紋章、印章、領土の安全または重要文書のための国章などである。一人
の人に帰属可能な情報を含むものが個人化された情報と見なされる。これらは、例えば旅
券写真、指紋などの画像情報または名前、所番地、居住地、生年月日などの文字数字併用
方式の文字列を含み得る。
【００１９】
　ホログラフィー記録材は感光性材料製の膜であり、不可逆または可逆光化学過程および
／または光物理過程によって露光方式で膜内にホログラフィーを記憶させることができる
。公知の全ての材料を使用することができるため、平均的な専門家の専門文献を参照する
ことができる。ホログラフィーにおいて慣例の光重合体のみ例として挙げられている。
【００２０】
　色の概念は、本発明の範囲では波長または狭い範囲の波長間隔若しくはスペクトル線と
理解される。混合色は、複数の異なる波長またはスペクトル線を有する。したがって色の
概念は、可視領域以外に紫外領域および赤外領域も含む。
【００２１】
　液晶は、一方では液体などの流体の性質を有し、しかしながら他方では、結晶に典型的
である、複屈折などの光学性質を有する相で存在する物質である。
【００２２】
　ネマチック液晶は、所謂ネマチック相で存在するものであり、個々の分子（液晶）がそ
の分子軸に沿って配向している。ネマチック相の下位形はコレステリック相であり、これ
は、連続的にねじれた優先配向のネマチック配列を有する。これは、長い幅の螺旋状超構
造であることを表す。
【００２３】
　配向膜の間に配置された液晶並びに割り当てられた電極を有する機能ユニットが液晶セ
ルと解釈される。この電極の間には電圧を印加することができ、そのため、生じる電場に
よって、液晶の集団光学性質に影響が及ぼされる。特に液晶の配向が干渉され、これは、
液晶セルの偏向性への干渉を含む。液晶セルは、モノリシック構造ユニットとして作製す
る必要はない。個々の成分を全て直接互いに隣接させる必要はない。１つまたは２つの電
極と配向膜並びに液晶との間に、液晶に属さないその他の部材を配置することができる。
【００２４】
　配向膜は、この配向膜に隣接する液晶の配向に干渉する存在である。配向膜は、基材ま
たは電極などの別の構造ユニットの、特別に処理された表面となり得る。
【００２５】
発明の基本的特徴および好ましい実施形態
　本発明は、対向して配置された２つの配向膜の間に配置された液晶を備えた少なくとも
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１つの液晶セルを有するセキュリティエレメントを作り上げ、その場合に配向膜の、液晶
側の表面は、液晶、則ち液晶媒体の分子が、電場の無い基底状態では螺旋状に配向される
ようになっていて、その場合に少なくとも１つの液晶セルに２つの電極が割り当てられ、
それらの間に電場を印加することができ、電場が存在する場合には切換状態になり、その
場合に液晶は配向を変え、少なくとも１つの液晶セルの液晶の入射光側に偏光フィルタが
配置され、この少なくとも１つの液晶セルの液晶の、入射光側に対向する放射光側に少な
くとも１つのホログラムが配置されるようになっていて、その復元は、復元のために使用
された光の偏向状態に依存する。これは、例えばホログラムの回折率が光の偏向状態に特
に依存することを表す。液晶セルは、通り抜ける光の偏向方向に干渉するので、液晶セル
の光学性質が変化することによって、観察可能および／または検出可能な復元を変化させ
ることができる。液晶セルは、電場の無い基底状態で、セルを通って偏向された光を変え
るように形成される。切換状態では、液晶（通常は分子）は電場に平行に配向される。こ
の状態では、光はその偏向状態を変えることなく液晶セルを通り抜けることができる。液
晶セルの液晶の放射光側に配置された少なくとも１つのホログラムが、その回折率が入射
復元光の偏向角に依存するように形成される場合には、基底状態と切換状態との間を電気
誘導で切り換えることにより、進行する光の偏向に干渉することで、ホログラムの復元が
電気により干渉される。
【００２６】
　これに伴って、偏向状態で、伝搬方向に向けて横に測って９０°または２７０°の角度
だけ偏向方向が回転するように液晶セルの液晶内の入射光側へ入射する直線偏光が変更さ
れるように液晶セルが有利に形成される。これは、光の電場ベクトルが液晶セル内で９０
°または２７０°回転することを表す。電場ベクトルの、１８０°の複数倍の追加の回転
が、その都度ほぼ同じように引き起こされることが専門家には分かる。偏向依存ホログラ
ムは、回折面に対する光の伝搬方向に垂直な平面内で測定すると、偏向角のｃｏｓ２θ－
依存性を有するので、偏向方向が９０°、２７０°だけ変化することによって、光の元の
偏向方向に対してホログラムが適切に配向する場合には、最適には零パーセントと最大値
、好ましくは９０パーセント以上の間かまたはその逆の、回折率における最大の差が生じ
る。液晶セルの液晶の入射光側の前の偏光フィルタによって、例えば直線偏光が生じると
、その電気ベクトル、則ち偏向方向は、基底状態で液晶セルを貫通する際例えば２７０°
だけ回転する。少なくとも１つのホログラムは、この光によって最適に復元されるように
、則ち最大回折率を有するように配向される。それに対して液晶セルが切換状態にある場
合には、直線偏光の偏向方向は変わらない。これは、液晶セルから出る光が、基底状態で
液晶セルから出る光に対して垂直に偏向されることを表す。ｃｏｓ２θ－依存性に従う偏
向依存復元に基づいて、この光に関する回折率は最小となる。そのようにして保護徴標が
得られ、その場合にホログラムの復元はセキュリティエレメントの液晶セルの状態に依存
している。適切な電圧を印加することによって、保護徴標が本物であることおよび／また
は損傷していないことを立証するために使用され得る、容易に知覚できる光学効果が引き
起こされる。
【００２７】
　基本的には、所謂ねじれネマチック液晶セル（ツイステッド・ネマチック、ＴＮ）以外
に、ＳＴＮ－液晶セル（スーパー・ツイステッド・ネマチック、ＳＴＮ）、ＤＳＴＮ－液
晶セル（ダブル・スーパー・ツイスト・ネマチック、ＤＳＴＮ）、ＰＤＬＣ－液晶セル（
高分子分散型液晶、ＰＤＬＣ）などのその他のものも使用することができる。体積ホログ
ラムの偏向依存性のために、放射光側に通常配置される偏光フィルタを節約することがで
きる。
【００２８】
　セキュリティエレメントの製造方法は、以下の通りである。則ち、配向膜の液晶側の表
面が、電場の無い基底状態では液晶が螺旋状に配向し、電場が存在する切換状態では液晶
が配向を変えるようになっている際に、対向して配置された２つの配向膜の間に配置され
た液晶を有する少なくとも１つの液晶セルは、この少なくとも１つの液晶セルに割り当て
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られた２つの電極の間に配置され、切換状態にするために、その間に電場を印加すること
ができ、液晶セルの液晶の入射光側の前には偏光フィルタが配置され、その場合に、少な
くとも１つの液晶セルの液晶の、入射光側に対向する放射光側に少なくとも１つのホログ
ラムが配置され、その復元は光の偏向状態に依存するようになっている。そのようにして
作製された保護徴標は、偽造を防止するために、例えば機密文書および／または重要文書
内に統合することができる。このことは、例えば表層処理および／または貼り付けによっ
て、若しくは任意のその他の方法で行うことができる。「入射光側の前」または「少なく
とも１つの液晶セルの液晶の、入射光側に対向する放射光側に」などの表現は、それぞれ
液晶の入射光側または放射光側の前または後の領域を表す。その場合に、入射光または放
射光側の前、後および／または上に配置されたユニットは、液晶に直接隣接させる必要は
ない。それどころか１つまたは複数のエレメント、例えば１つの電極を、液晶と対応する
ユニットとの間に配置することができる。
【００２９】
　記述した本発明の実施形態では、商業上の液晶表示では慣例であるように、液晶セルの
液晶の放射光側と少なくとも１つのホログラムとの間に偏光フィルタが配置されていなく
ても、液晶セルの基底状態と切換状態において、ホログラムの復元挙動が異なる。この場
合、液晶セルの液晶の入射光側の前と、液晶セルの液晶の放射光側の「後に」それぞれ１
つの偏光フィルタが配置されている。これらは、選択された方法で相対して配向される。
偏光フィルタが互いに平行に配向している実施形態では、光は切換状態でのみこの配置を
透過する。それに対して基底状態では、第２偏光フィルタから光は出てこない。ここでは
、基底状態で液晶セルを通過する場合には、偏光は９０°回転すると推定される。それに
対して偏光フィルタは互いに交差していて、則ち直角に配向している場合に、光は基底状
態では偏光フィルタと液晶セルから成る配置を通って現れ、それに対して切換状態では光
は現れない。従来技術による配置は、その場合基底状態では非透過性である。記述した本
発明による装置では、光が復元のために最適または正確に偏向されていない場合に、光は
少なくとも１つのホログラムを通って現れる。しかしながらこのことは、少なくとも１つ
のホログラムに最適な復元角ではない角度でこのホログラムへ向かう光が、これを通り抜
け、そのため場合によっては少なくとも１つのホログラムの後方に配置された情報、例え
ばその下にある膜に印刷された記号、パターン、テキストなどが一観察者に見えることを
もさらに表している。
【００３０】
　したがって、好ましい実施形態によると、少なくとも１つのホログラムが液晶セルの電
場の無い基底状態では最大回折率を有し且つ液晶セルの切換状態では最小回折率を有する
ように、少なくとも１つのホログラムが偏光フィルタに対して配向され、およびそれぞれ
少なくとも１つの液晶セルが仕上げられる。更なる形態は正反対に、少なくとも１つのホ
ログラムが液晶セルの電場の無い基底状態では最小回折率を有し、液晶セルの切換状態で
は最大回折率を有するようになっている。液晶セルの形態は、例えば通り抜ける光の偏向
方向がどのくらい回転するかを決める。
【００３１】
　少なくとも１つのホログラム内に、反射ホログラム構造または透過ホログラム構造を記
憶することができる。等しいおよび／または異なる偏向方向に対して最大または最小の回
折率を有する反射ホログラム構造も透過ホログラム構造も少なくとも１つのホログラム内
に同じく記憶することができる。さらに異なる波長に対して復元する、則ち異なる波長に
対して反射するホログラフィー構造である反射構造も透過構造も、少なくとも１つのホロ
グラム内に記憶することができる。このことから、少なくとも１つのホログラムは、様々
に仕上げられ多数の異なる保護徴標を少なくとも１つのホログラム内に記憶することが可
能となる。
【００３２】
　特にこの少なくとも１つのホログラムは、１つまたは複数の個別化パターンの個別化情
報を含む。１つまたは複数の電圧を印加することによって、個別化情報をさらに見やすく
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するために、本発明の実施形態では、追加で１つまたは複数の液晶セルが少なくとも１つ
の液晶セルの隣に、および偏光フィルタまたは別の偏光フィルタの入射側に配置されるよ
うになっていて、液晶セルにはそれぞれ電極が割り当てられ、そのため電場がかけられる
と液晶セルの配向を変えることができるようになる。ある実施では、そのようにして１つ
の偏光フィルタと少なくとも１つのホログラムとの間に個々に形成された多数の液晶セル
が形成され、この液晶セルにそれぞれ２つの電極が割り当てられ、電圧を印加することに
よってこのセルを基底状態と切換状態とに切り換えることができる。その場合、個々の液
晶セル内に、個々にそれぞれ２つの固有の電極を割り当てることができる。同様に、液晶
セルがそれぞれ１つの共通の電極を有し、個々の液晶セルを切り換えるために追加で１つ
の個々に割り当てられた電極を有する実施形態が考えられる。さらに、これらの個々の電
極をグループ毎に接続して、接点に電圧を印加することによって多数の更なる液晶セルを
一緒に切り換えられるようにすることができる。そのようにして、個々の液晶セルの配置
によって、同様に個別化パターンを作り上げることができる。このことは、少なくとも１
つの液晶セルと更なる液晶セルをマトリクス状の走査パターンまたは任意のその他の配置
にして、続いてそれらの電極を選択的に１つまたは複数のグループにまとめる場合に最も
容易となる。これは、まず液晶セルに個々に割り当てられた全ての電極を互いに電気接続
させることによって容易に行うことができる。続いて、個別化するために、液晶セルのそ
れぞれの間および／または共通の電気接点の、電圧を印加するための導電接続を合目的に
遮断することができる。
【００３３】
　したがって、任意の個別パターン、画像またはテキスト情報などを表すことができる表
示マトリクスを作ることが可能である。この表示マトリクスは、行と段から有利に構成さ
れ、この形は受動マトリクスを作る。行毎に動作することによって、画像情報の表示が可
能となる。代替で、各画素（ピクセル、パターン単位）にダイオードまたはトランジスタ
などの１つの能動スイッチング素子が割り当てられた能動マトリクスとしてこの表示を構
成することも可能である。
【００３４】
　電極は、好ましくは透明に仕上げられる。特に酸化インジウムスズ（ＳｎＯ２）ＩＴＯ
、酸化インジウム亜鉛、ＺｎＯ、酸化アンチモンスズ（ＡＴＯ）などの透明金属酸化物、
若しくはＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ、Ｐａｎｉ（登録商標）、Ｏｒｇａｃｏｎ（登録商標）など
の有機材料を用いた電極の形態が考えられる。個別化は、製造の際または追加して、例え
ば合目的にレーザ照射し、それによって個々の電極または化合物が取り除かれることによ
って達せられる。代替方法は、エッチングおよび写真平版を含むが、印刷、スパッタリン
グ、スピンコートをも含む。
【００３５】
　特別に透過ホログラフィー構造も非透過機密文書に使用できるようにするために、本発
明の１つの実施形態では、ホログラムの、液晶セルおよび／または複数の液晶セルとは反
対側に反射部材、特に鏡面部材が配置されるようになっている。そのようなものは、例え
ば金属膜が考えられる。そのような膜は、例えば様々な印刷方法を用いて印刷することに
よって基材担持体上に装着することができる。代替でそのような膜を、スパッタリング、
蒸着メッキなどによって装着することもできる。少なくとも１つのホログラム並びに液晶
セル並びに電極および偏光フィルタを、その上に装着することができる。
【００３６】
　作製したセキュリティエレメントに様々な鋳造を施すことができる。特にセキュリティ
エレメントの上またはこれと共に、人の顔写真などの第１個別化および／または個人化情
報を記憶することができる。１つの実施形態では、少なくとも１つのホログラム内に、１
つまたは複数の個別化および／または個人化された第１情報を記憶させることでこれを行
う。
【００３７】
　更なる実施形態は、代替または追加で、１つおよび複数の更なる液晶セルを個々に動作
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して、１つの表示装置を形成することになっている。そのようにして、合目的に動作する
ことによって、例えば少なくとも１つのホログラムの特定領域のみを復元するか、または
復元しないようにできる。
【００３８】
　他方また更なる実施形態は、１つまたは複数のスイッチング素子を少なくとも１つの液
晶セルおよび／または複数の更なる液晶セルに接続して、これを個別および／またはグル
ープ毎に、１つまたは複数のスイッチング素子を介して電圧を印加できるようになってい
る。さらに、例えば個別化または個人化された情報を保護徴標に記憶および適切に呼び出
すという更なる可能性も生じる。
【００３９】
　あるいは、または追加として、さらに１つの実施形態では、少なくとも１つおよび複数
の更なる液晶セルの幾つかの液晶セルが電圧の無い状態では残りの液晶セルとは異なる偏
向性を有し、この幾つかの液晶セルの、互いおよび／または残りの液晶セルの配向膜に対
する相対配置を介して第２の個別化および／または個人化された情報が記憶されるように
、この幾つかの液晶セルおよび／またはこの幾つかの液晶セルに割り当てられた幾つかの
更なる偏光フィルタが形成されている。このことは、例えば配向膜が残りの液晶セルに対
して９０°回転するように、共通の偏光フィルタに対して配向膜を形成および配向するこ
とによって達成される。代替で、液晶セルに個々に割り当てられた複数の更なる偏光フィ
ルタを使用する場合には、残りの液晶セルと同じように構成および配向された幾つかの液
晶セルに対してこれらを残りの液晶セルとは異なるように配向させることができる。
【００４０】
　さらに、唯一つの電圧を印加することによって、その選択がその基底状態とその切換状
態との間を共に切り換えることができるような構造を、少なくとも１つの液晶セルおよび
複数の更なる液晶セルに割り当てられた電極がもつことで、個別化および／または個人化
された情報を記憶することができる。このことは、液晶セルの選択が切り換わり、一方残
りの液晶セルはそのまま変わらないことを可能にする。
【００４１】
　本発明の方法の個々の特徴は、セキュリティエレメントの特徴の対応する長所を含む。
【００４２】
　以下に、本発明を好ましい実施例に基づいて詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】セキュリティエレメントの断面略図を示す。
【図２】ホログラムの回折率の偏向依存性を説明するための略図を示す。
【図３ａ】電極間に電圧が印加されておらず、ホログラムの高い回折率が存在するセキュ
リティエレメントの断面略図を示す。
【図３ｂ】電極間に電圧が印加されていて、回折率が最小の、図３ａによるセキュリティ
エレメントの断面略図を示す。
【図４】多数の液晶セルおよび割り当てられた電極を備えたセキュリティエレメントの平
面略図を示す。
【図５】図４の線Ａ－Ａに沿った断面略図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　図１に、セキュリティエレメント１の断面略図を示す。このセキュリティエレメントは
ホログラム２を有する。これは通常光学的に厚みのある格子であり、全ての当業者によく
知られている方法で製造することができる。特にこのホログラムは、接触複写によって記
録材内へ感光させることができる。ホログラム２が１人の人および／または１つの対象に
対して個別化されている実施形態が特に好ましい。これは、例えば個別化パターンがホロ
グラム２内に記憶されていることを表す。ホログラム２は、単色または多色に形成するこ
とができる。その場合、ホログラム２の復元時に、回折率に対する偏光依存性を有するよ
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うにホログラム２は作製される。このことは、図２に関連させて後に詳しく説明される。
【００４５】
　セキュリティエレメント１はさらに液晶セル３を有し、これは、液晶セル３の対向する
配向膜５間の液晶４を有する。配向膜５は、液晶４のネマチック相がコレステリック構造
をとるように形成される。これは、ネマチック液晶４が配向膜５に接し、それぞれ一様に
配向されることを表す。配向膜５に接している液晶間にネマチック液晶４のらせん状結合
が形成されるように配向膜５の間隔および配向膜５の表面特性が選択される。液晶セル３
はさらに電極６および７を有し、これらは、電圧を印加することによって、則ち電荷を供
給することで電極６および７の間に電場が生じるように液晶４に対して配置され、この電
場は、液晶セル３内の液晶の配向と、さらに液晶セル３の偏向を変える性質とを変更する
。示した実施形態では、電極は液晶４の上側および下側に配置されている。電極６および
７の間に電圧を印加することができる。
【００４６】
　電極６，７の間に電圧が印加されていない、則ち液晶セル３が電場をもたない基底状態
では、液晶セル３内のネマチック液晶４は、これが前述のらせん状構造を形成するように
配向する。それに対して電極６，７間に電圧が印加される場合には、液晶セル３内を電場
が支配し、そのため液晶４はその配向を変え、電場に沿って配向する。この状態を切換状
態と呼ぶ。基底状態では、液晶セル３を通り抜ける光の偏向ベクトルは回転する。１回転
は、液晶がそのらせん状構造によって決められる１つのねじれにほぼ相当する。対向する
配向膜５に接するネマチック液晶が例えば９０°または２７０°互いにねじれると、光の
偏向方向は、基底状態で液晶セル３を通過する場合に同じく９０°または２７０°回転す
る。この場合入射光は、例えば直線偏向することを出発点としている。それに対してネマ
チック液晶が電場に沿って配向する切換状態では、液晶セル３を通り抜ける光の偏向方向
は変わらない。決められた偏向方向の偏光のみ液晶セル３を通るようにするために、セキ
ュリティエレメントはさらに偏光フィルタ８を有する。この偏光フィルタ８は、衝突する
光を、例えば直線偏向させることができる。
【００４７】
　光学的に厚みのある格子、則ち体積ホログラムの回折率の偏向依存性を、図２に基づい
て詳しく説明する。別々に偏向する２つの異なる偏向の復元光線９，１０がホログラム２
に衝突する。１つの復元光線９は、回折面に垂直に偏向する。則ち電場ベクトル１１は、
入射復元光線９および回折した復元光線９’によって決められる回折面に垂直である。こ
の場合、回折は最大となる。もう１つの復元光線１０は、電場ベクトル１１が回折面に平
行に配向される場合に１つの偏向方向を有する。この場合、回折率は最小となる。最適な
場合には、回折面に垂直に偏向した復元光線９の回折率は９０％以上となり、回折面内に
偏向した入射復元光線１０の回折率は０％となる。θは回折面に対する電場ベクトルの角
度を表すので、ｃｏｓ２θの依存性は回折率にも適用される。実際には、全てのホログラ
ムにおいて角度依存性は、ここで例により述べられているほど強く現れない。しかしなが
ら入射復元光線と放出復元された、則ち回折した光線間の角度が９０°に相当する場合に
は、偏向方向への強い依存性が通常得られる。しかしながら偏光依存性は、更なる復元形
でもしばしば観察される。
【００４８】
　図３ａおよび３ｂに基づいて、ここでセキュリティエレメントの挙動を大まかに説明す
る。技術的に等しい特徴は、全ての図において同じ参照符号である。図３には、図１によ
るセキュリティエレメントが新たに略図で示され、個々の成分は間隙によって分けて表さ
れている。この間隙は、実際に製造されたセキュリティエレメントにはもちろん存在しな
い。セキュリティエレメント１は、図１によるセキュリティエレメントと同様に構成され
、偏光フィルタ８、液晶４を備えた液晶セル３およびこの液晶セル３に割り当てられた電
極６、７並びに偏向依存ホログラム２を有する。以下では（記述したその他の実施形態で
も）、電極６、７の、液晶４側に配向膜５がそれぞれ形成されることを出発点としている
。それらは、更なる実施形態では液晶と電極との間の基板上に形成させることができる。
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セキュリティエレメント１に復元光１２が当たる。偏向した復元光１２’が偏光フィルタ
８から出て、その電場ベクトル１１は図の平面内に存在する。この偏向した復元光１２’
は、その後液晶セル３の液晶４の入射光側１３に向いている電極６を通る。電極６および
放射光側１４に向いている電極７は、復元光１２または偏向した復元光１２’を透過させ
る。赤外領域から可視領域を通って紫外領域までの波長領域の復元光に関しては、したが
って例えば酸化インジウムスズが電極材料として考慮される。その他の実施形態では、ホ
ログラムを液晶セル３の液晶４の放射光側１４と電極７との間に配置することができる。
この場合電極７は、必ずしも透明に形成することはない。
【００４９】
　図３ａでは、液晶セル３は基底状態にある。則ち電圧源１６への接続を遮断する開いた
スイッチ１５を用いて示したように、電極６、７間には電圧が印加されていない。液晶セ
ル３内の液晶４は、そのためネマチックコレステリック構造を有する。これは、偏向され
た復元光１２’の電場ベクトル１１が、液晶セル３、正確には液晶セル３の液晶４を通過
する場合に回転することを表す。液晶セル３は、電場ベクトル１１が基底状態で９０°、
２７０°回転するように有利に形成される。したがって液晶セル３から出る復元光１２”
は、液晶セル３に入る復元光１２’に対して垂直に偏向する。電極７を通過後にこの復元
光１２”は、ホログラム２に当たる。これは、図の平面に垂直に偏向した復元光が最大に
回折するように作られている。回折した復元光１２’”は、電極７および液晶セル３を再
び通る。その場合、液晶セル３から出る回折した復元光１２ＩＶが、液晶セル３に入る偏
向した復元光１２’に対して平行な偏向方向を有するように電場ベクトル１１は再び回転
する。そのようにして、回折した復元光１２ＩＶは、妨害されずに偏光フィルタ８を通っ
て出るので、ホログラム２の復元を観察することができる。
【００５０】
　図３ｂに、同じセキュリティエレメント１を再び略図で示すが、この場合にはスイッチ
１５は閉じているので、電圧源１６を介して電極６、７間に電圧が印加する。そのため電
極６、７間には電場が形成され、そこではネマチック液晶４が配向する。したがって液晶
セル３は、切換状態にある。偏向した復元光１２’の電場ベクトル１１の方向は、この場
合液晶セル３内では変わらない。そのため液晶セル３から出る復元光１２”は、この場合
依然として図の平面内に偏向される。図の平面に垂直に偏向した復元光が最適に回折する
ようにホログラム２は形成されるので、これはそれに応じて図の平面内に偏向した光を最
小回折率で回折する。理想的な場合には全く回折しない。この場合復元光１２”はホログ
ラム２を通り抜ける。
【００５１】
　電極間に電場がかけられていない基底状態では、液晶セル３から出る光１２”は、ホロ
グラム２の復元が起こらないように偏向され、それに反して切換（スイッチング）状態で
は復元が起こるように偏向されるだけで、ホログラム２は偏光フィルタ８に対して当然そ
れ以外に偏向し得ることが専門家には分かる。
【００５２】
　図４にセキュリティエレメント１の平面略図を示す。これは多数の液晶セル３を有し、
各液晶セルには電極６が割り当てられている。この配置は、表示装置またはディスプレイ
を形成する。図５に線Ａ－Ａに沿った断面略図を示し、ここでも、分かり易くするために
、セキュリティエレメント１の個々の成分を間隙によって再び互いに分けて示している。
示した実施形態では、多数の液晶セル３に対して１つの共通の偏光フィルタ８が設けられ
る。液晶セル３のそれぞれには正確に１つの電極６が割り当てられている。さらに示した
実施形態の液晶４の放射光側で、各液晶セル３に１つの更なる電極７が割り当てられてい
る。更なる実施形態では、これらの電極７を１つの共通の電極に置き換えることができ、
このことは破線１７によって示されている。示した実施形態では、液晶セル３の基底状態
ではホログラム２は復元され、則ち復元光が最大回折率で回折することから出発している
。回折した復元光が出て行く液晶セル３を図４に正確に示す。残りの液晶セル３に割り当
てられた電極６は電圧源（示されていない）に接続し、そのため対応する液晶セル３内に
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電場が印加され、したがってこれは切換状態にあり、それに応じてこの場所ではホログラ
ムは復元されない。則ち復元光は回折しない。電極は、個々の電圧を印加することによっ
て個別化パターンが見えるように互いに電気接続することができる。代替で、個々の電極
６、７が選択的に動作されるようにセキュリティエレメントを作り上げることができる。
個々の液晶セル３が規則的なマトリクス状パターンで配置された図４および５の図の代替
で、液晶セルを任意の形状のセグメントとして形成して、その上に個別化パターンを形成
することも可能である。さらに、統合した半導体スイッチを介して個々の電極を動作する
ことができる実施形態が考えられる。同様に、電極６を行状に、および電極７を段毎に互
いに接続して、その上で段－行アドレッシングを介して合目的に個々の液晶セルに応動で
きるようにすることが可能である。多数の電極は、合目的の動作によって任意のパターン
または画像を「表示する」可能性を提供する。これは、ホログラムの復元が局所的に干渉
され得ることを表す。電極を合目的に動作することによって、個々の復元されたパターン
単位および復元されないパターン単位または少なくとも変えて復元されたパターン単位が
もたらされる。ホログラムが復元される領域は、例えば顔の輪郭などを形成する。この電
極の動作によって干渉したパターン以外に、ホログラム内に符号化された情報を読み取り
、観察および／または評価することもできる。外部制御装置によって、個々の電極の動作
を行うことができる。しかしながら代替で、トランジスタなどの能動スイッチング素子も
セキュリティエレメント内に統合することができる。
【００５３】
　セキュリティエレメントの製造では、まずホログラムを露光する。これは、従来技術の
それぞれ任意の方法にしたがって行うことができる。特に、異なる干渉構造またはホログ
ラム状構造をホログラム内に記憶することが可能である。これらの構造は、異なる偏向依
存性を有するように形成することができる。したがって、異なるホログラム状構造を、偏
向ベクトルが互いに垂直な復元光によってそれぞれ最適に復元することなどが可能となる
。そのような実施形態では、例えば１つまたは複数の液晶セルの基底状態では１つのホロ
グラム状構造を、および切換状態では更なるホログラム状構造を復元することができる。
反射ホログラム状構造が特に好ましい。しかしながら更なる実施形態は透過ホログラムと
なっている。特にセキュリティエレメントが不透明の機密文書上に装着される場合には、
ホログラムの、液晶セルの液晶の放射光側とは反対側に反射膜を設けて、透過で復元した
ホログラムを、このホログラムを通して再び反射させるようにする。
【００５４】
　ホログラム内に、個別化および／または個人化情報を記憶することができる。
【００５５】
　セキュリティエレメントの製造では、対応する電極を備えた液晶セルをホログラム上に
配置する。ホログラム上に複数の液晶セルが配置される場合には、これらの液晶セルに対
して１つの共通の電極を形成することができる。液晶セルを個別に動作できるようにする
ために、この共通の電極に加えて、対応する液晶セルに正確に割り当てられるさらに１つ
の「個別の」電極も設けられる。さらに追加で偏光フィルタ並びに場合によっては複数の
偏光フィルタが配置される。これらは、好ましくは互いに強固に接続される。液晶セルの
それぞれに１つの特有の偏光フィルタが割り当てられることが示され、その場合に個々の
液晶セルには、異なる偏向方向を有する偏光フィルタを割り当てることができる。このこ
とによっても、偏光フィルタの配置を介して個別化パターンをセキュリティエレメント内
に記憶することができる。
【００５６】
　個人化および／または個別化情報は、液晶の配向に干渉するその優先方向に対して複数
の液晶セルを選択することによって、配向膜が互いに異なるように、および／または残り
の液晶セルの配向膜に対して異なるように配置されることでも記憶することができる。
【００５７】
　本発明は、実施例では例えばネマチックねじれ液晶セル（ＴＮ－液晶セル）を用いて記
述されている。しかしながらそれ以外の実施形態も使用することができる。特に電極を、
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液晶セルの液晶の入射光側および／または放射光側に対して横側に配置することができる
。前提条件は、通り抜ける光の偏向が、電極への電圧の印加によって生じる電場に関係し
て変更されることのみである。
【００５８】
　ホログラムの使用を記述した。しかしながら液晶セルに関係して異なるホログラムおよ
び／または異なるように形成され得る屈折構造を取り入れることも可能である。
【００５９】
　個々の徴標を数多く組み合わせてセキュリティエレメントを製造できることが専門家に
は分かる。これらの徴標は、好ましくは１つの機密文書内および／または重要文書内にま
とめられる。例えば、好ましくはプラスチックから作られたカード本体上にセキュリティ
エレメントを貼り合わせることができる。同様に、そのようなカード本体内にセキュリテ
ィエレメントを表層処理することも可能である。
【符号の説明】
【００６０】
　１　セキュリティエレメント
　２　ホログラム
　３　液晶セル
　４　液晶
　５　配向膜
　６、７　電極
　８　偏光フィルタ
　９　復元光線
　９’　回折した復元光線
　１０　別の復元光線
　１１　電場の電場ベクトル
　１２　復元光
　１２”　平面内で回転した偏向復元光
　１２’”、１２ＩＶ　回折した復元光
　１３　入射光側
　１４　放射光側
　１５　スイッチ
　１６　電圧源
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向して配置された２つの配向膜（５）の間に配置された液晶（４）を備えた少なくと
も１つの液晶セル（３）を有するセキュリティエレメント（１）であって、
前記配向膜（５）の、液晶（４）側の表面は、前記液晶（４）が、電場の無い基底状態で
は螺旋状に配向されるようになっていて、前記液晶セルは、少なくとも１つの液晶セル（
３）に割り当てられた２つの電極（６，７）を有し、この電極間に電場を印加することが
でき、電場が存在する場合には切換状態になり、前記液晶（４）は配向を変え、少なくと
も１つの液晶セル（３）の入射光側（１３）に偏光フィルタ（８）が配置されたセキュリ
ティエレメント（１）において、
　前記少なくとも１つの液晶セル（３）の液晶（４）の、前記入射光側（１３）に対向す
る放射光側（１４）に少なくとも１つのホログラム（２）が配置され、その復元、特に回
折率は、復元のために使用された光（９，１０，１２）の偏向状態に依存することを特徴
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とするセキュリティエレメント（１）。
【請求項２】
　液晶セル（３）の液晶（４）の放射光側（１４）と少なくとも１つのホログラム（２）
との間に偏光フィルタが配置されないことを特徴とする、請求項１記載のセキュリティエ
レメント（１）。
【請求項３】
　少なくとも１つのホログラム（２）が、偏光フィルタ（８）に対して適合するように液
晶セル（３）において配向され、少なくとも１つのホログラム（２）が、液晶セル（３）
の電場の無い基底状態または液晶セル（３）の切換状態で最適に復元できることを特徴と
する、請求項１または２記載のセキュリティエレメント（１）。
【請求項４】
　少なくとも１つのホログラム（２）が液晶セル（３）の電場の無い基底状態では最大（
最小）の回折率を有し且つ前記液晶セル（３）の切換状態では最小（最大）の回折率を有
するように、少なくとも１つのホログラム（２）が偏光フィルタ（８）に対して配向され
、および少なくとも１つの液晶セル（３）が形成されることを特徴とする、請求項１乃至
３のいずれか一項に記載のセキュリティエレメント（１）。
【請求項５】
　少なくとも１つのホログラム（２）が、反射ホログラム構造および／または透過ホログ
ラム構造を有することを特徴とする、請求項１乃至４のいずれか一項に記載のセキュリテ
ィエレメント（１）。
【請求項６】
　電場が印加される場合に液晶の配向を変えるために、それぞれに２つの電極（６，７）
が割り当てられる１つまたは複数の更なる液晶セル（３）が、少なくとも１つの液晶セル
（３）に隣接して、偏光フィルタ（８）または更なる偏光フィルタの入射光側（１３）の
前に追加で配置されることを特徴とする、請求項１乃至５のいずれか一項に記載のセキュ
リティエレメント（１）。
【請求項７】
　ホログラム（２）の、液晶セル（３）および／または複数の液晶セル（３）の液晶（４
）とは反対側に反射部材、特に鏡面部材が配置されることを特徴とする、請求項１乃至６
いずれか一項に記載のセキュリティエレメント（１）。
【請求項８】
　少なくとも１つのホログラム（２）内に、１つまたは複数の個別化および／または個人
化された第１情報が記憶されることを特徴とする、請求項１乃至７のいずれか一項に記載
のセキュリティエレメント（１）。
【請求項９】
　１つおよび複数の更なる液晶セル（３）は、個々に配向することができ、１つの表示装
置が形成されることを特徴とする、請求項１乃至８のいずれか一項に記載のセキュリティ
エレメント（１）。
【請求項１０】
　１つまたは複数のスイッチング素子が、少なくとも１つの液晶セル（３）および／また
は複数の更なる液晶セル（３）と接続し、単独および／またはグループ毎に、１つまたは
複数のスイッチング素子を介してこれに電圧が印加されることを特徴とする、請求項１乃
至９のいずれか一項に記載のセキュリティエレメント（１）。
【請求項１１】
　少なくとも１つおよび複数の更なる液晶セルの幾つかの液晶セルおよびまたはこの幾つ
かの液晶セルに割り当てられた幾つかの更なる偏光フィルタが、電圧の印加されていない
状態ではこの幾つかの液晶セルが他の液晶セルとは異なる偏向性質を有し、この幾つかの
液晶セルの、互いの、および／または他の液晶セルに対する相対配置によって、第２の個
別化および／または個人化された情報が記憶されるように形成されることを特徴とする、
請求項１乃至１０のいずれか一項に記載のセキュリティエレメント（１）。
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【請求項１２】
　少なくとも１つの液晶セルおよび複数の更なる液晶セルに割り当てられた電極（６，７
）が、唯一つの電圧を印加することによって、基底状態と切換状態との間の選択が切り換
えられるように構成されることを特徴とする、請求項１乃至１１のいずれか一項に記載の
セキュリティエレメント（１）。
【請求項１３】
　対向して配置された２つの配向膜（５）の間に配置された液晶（４）を有する少なくと
も１つの液晶セル（３）が、電場の無い基底状態では前記液晶（４）は螺旋状に配向し、
電場が存在する切換状態では前記液晶の配向が変わるような性質が前記配向膜（５）の液
晶（４）側表面に備わり、
該少なくとも１つの液晶セル（３）に割り当てられた、切換状態にするために電場が印加
可能である２つの電極（６，７）の間に配置され、
前記液晶セル（３）の液晶（４）の入射光側（１３）の前には偏光フィルタ（８）が配置
される、セキュリティエレメント（１）の製造方法において、
　前記少なくとも１つの液晶セル（３）の入射光側（１３）に対向する放射光側（１４）
に少なくとも１つのホログラム（２）が配置され、その復元は、該復元のために使用され
た光の偏向状態に依存することを特徴とする、セキュリティエレメント（１）の製造方法
。
【請求項１４】
　液晶セル（３）の液晶（４）の放射光側（１４）と少なくとも１つのホログラム（２）
との間に、偏光フィルタ（８）が配置されないことを特徴とする、請求項１３記載の方法
。
【請求項１５】
　少なくとも１つのホログラム（２）が、偏光フィルタ（８）に対して適合するように液
晶セル（３）において配向され、そのため少なくとも１つのホログラム（２）が、液晶セ
ル（３）の電場の無い基底状態または液晶セル（３）の切換状態で最適に復元できること
を特徴とする、請求項１３または１４記載の方法。
【請求項１６】
　少なくとも１つのホログラム（２）が液晶セルの電場の無い基底状態では最大（最小）
の回折率を有し且つ切換状態では最小（最大）の回折率を有するように、少なくとも１つ
のホログラム（２）が偏光フィルタ（８）に対して配向しており、かつ、少なくとも１つ
の液晶セル（３）が仕上げられることを特徴とする、請求項１３～１５のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項１７】
　少なくとも１つのホログラム（２）が、反射ホログラム構造および／または透過ホログ
ラム構造を有するように作製または準備されることを特徴とする、請求項１３～１６のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　電場が印加される場合に液晶（４）の配向を変えるために、それぞれに２つの電極（６
，７）が割り当てられる１つまたは複数の更なる液晶セル（３）が、少なくとも１つの液
晶セル（３）以外に、偏光フィルタ（８）または１つまたは複数の更なる偏光フィルタの
入射光側（１３）の前に配置されることを特徴とする、請求項１３～１７のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項１９】
　少なくとも１つのホログラム（２）の、液晶セル（３）および／または複数の液晶セル
（３）とは反対側に反射部材、特に鏡面部材が配置されることを特徴とする、請求項１３
～１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　少なくとも１つのホログラム（２）内に、１つまたは複数の個別化および／または個人
化された第１情報が記憶されることを特徴とする、請求項１３～１９のいずれか一項に記
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載の方法。
【請求項２１】
　１つおよび複数の更なる液晶セル（３）が、表示装置を形成するために個々に配向され
て形成されることを特徴とする、請求項１３～２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　１つまたは複数のスイッチング素子が、少なくとも１つの液晶セル（３）および／また
は複数の更なる液晶セル（３）と接続し、単独および／またはグループ毎に、１つまたは
複数のスイッチング素子を介して電圧が印加されることを特徴とする、請求項１３～２１
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２３】
　少なくとも１つおよび複数の更なる液晶セルの幾つかの液晶セルおよびまたはこの幾つ
かの液晶セルに割り当てられた幾つかの更なる偏光フィルタが、電圧が印加されていない
状態ではこの幾つかの液晶セルが他の液晶セルとは異なる偏向性質を有し、この幾つかの
液晶セルが、互いに、および／または他の液晶セルに対して、第２の個別化および／また
は個人化された情報が記憶されるように形成されることを特徴とする、請求項１３～２２
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２４】
　少なくとも１つの液晶セルおよび複数の更なる液晶セルに割り当てられた電極（６，７
）が、唯一つの電圧を印加することによって、前記少なくとも１つの液晶セルと、複数の
更なる液晶セルとの選択が、その基底状態とその切換状態との間で切り換えられるように
構成されることを特徴とする、請求項１３～２３のいずれか一項に記載の方法。


	header
	written-amendment

